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高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領における事故の定義

高圧ガス設備等（以下、設備等という）が爆発したもの

設備等において、燃焼現象が生じたもの

設備等において高圧ガスの噴出又は漏えいが生じたもの

設備等の破裂、破損又は破壊等が生じたもの

高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失又は盗難

高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特

定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充塡した容器が

危険な状態となったとき

その他

許容圧力を超えないように
設けられた安全弁の作動を
含む
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全国事故件数の推移（令和４（2022）年11月集計値、以降同じ）

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

事故件数 834 884 715 651 682
（631） （616）

うち災害※ 578 722 660 601 640
（593） （583）

うち容器の喪失・盗難 256 162 55 50 42
（38） （33）

※災害･･･火災、爆発、漏えい・噴出等
括弧内は集計月までの累計件数

出典）高圧ガス保安協会「高圧ガス関係事故集計」、令和５年３月

・災害、喪失・盗難のいずれの事故も減少傾向が見られる。
・集計月までの前年差は-15件であり、過去３年と比べて下げ止まりの状況。
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事業所形態別ガス事故件数（災害）の推移

24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

合計 429 395 391 466 592 578 722 660 601 640 583

製造事業所 304 291 280 339 476 470 608 575 516 542 503

移動 29 42 31 24 23 18 20 26 15 22 26

消費 83 52 73 83 80 73 74 44 55 60 38

その他 13 10 7 20 13 17 20 15 15 16 16

0

100

200

300

400

500

600

700

800

件
数
（
件
）

（年）
（ ）

（ ）

（ ）
（ ）

（ ）

近年の事故
のピーク

移動中事故が微増



高圧ガス事故（発生状況と未然防止）

4

高圧ガス移動時の事故事例

【東名高速道路爆発火災事故】

○事故発生日時
令和４（２０２２）年９月２８日 午前５時４０分頃

○事故発生場所
伊勢湾岸自動車道 豊田ジャンクションAランプ1160メートルポスト付近

○被害状況
事故車両全焼
積載物（LPガス容器）全焼
火災に巻き込まれた車両
２トン車･･･１台全焼 乗務員１名死亡 同乗者１名やけどによる軽傷
トレーラー･･･１台全焼 乗務員１名やけどによる重傷

○事故の概要
運転手が渋滞の最後尾に気づくのが遅れて急ブレーキをかけたところ、積み荷の
容器が荷崩れを起こし、荷台より転落した。転落した容器は道路上に散乱し、転落
のショックでバルブが緩みガス漏えいが発生したと考えられる。その後、数回の爆
発が発生し、さらに容器は前方に停止していた、２トントラック及びトレーラーの
位置まで散逸し、ガス漏えいの後発火・車両火災に至ったものと考えられる。
○事故の原因

前寄せで容器を積載していなかった。
容器を固定するラッシングベルトが十分な強度ではなかった。

※公開情報等を参考に記載
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・冷凍則適用の事業所における事故が依然多いが、微減傾向にある

製造事業所発生事故（災害）の適用規則ごとの割合の推移

28 29 30 1 2 3 4

合計(件） 476 470 608 575 516 542 503

冷凍 57.6 57.7 54.3 53.2 50.4 51.8 49.1

コンビナート 9.5 9.6 14.5 13.6 20.9 21.2 20.9

LP 4.2 2.3 4.6 6.4 4.5 3.1 5.8

一般 28.8 30.4 26.6 26.8 24.2 23.8 24.3
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・設備の維持管理の不良やヒューマンファクターによる事故が多い。
・気候変動による自然災害の頻発化・激甚化を考慮すると、自然災害対策は重要。
・盗難防止のためには、施錠や監視が重要。

事故の要因による分析（平成29年～令和４年までの累計値）

設備の設計、
制作の不良 設備の維持管理の不良 組織体制の不良 ヒューマン

ファクター その他
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県内事故件数の推移（液石法事故含む）
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Ｎo. 発生年月日 発生場所
事故の区分等 被害状況

事故の概要等
種類 所管法 人的 物的

1
R4.1.5
(覚知)

足利市 漏えい 高圧法 － －
空調用水冷チラーから冷媒（フルオロカーボン407E)が約60kg漏えい。圧縮機のオーバーホール
後の取付けが適切に行われず、運転時の配管による負荷が想定レベル以上となり油配管が疲労破
壊した。人的・物的被害なし。

2 R4.1.18 那須塩原市 噴出 高圧法 － － 充塡作業中に液化天然ガス移動式製造設備の容器内圧が上昇し安全弁が作動した。

3 R4.1.26 真岡市
漏えい
爆発

高圧法 －
右記の
とおり

いちご農園で、ＬＰガスを燃料とする炭酸ガス発生装置が爆発。燃料がホース接続部から漏えい
し、装置着火時に引火した疑い。人的被害なし、装置破損、ビニールハウス一部破損。

4 R4.1.31 栃木市 漏えい 高圧法 － －
液化天然ガスの蒸発器の溶接部からガスが漏えいした。蒸発器の漏えい検知器の発報により発覚。
収縮膨張の繰り返しによる金属疲労又は溶接不良が原因と推測。人的・物的被害なし。

5 R4.2.13 宇都宮市 盗難 液石法 － （盗難） 公民館に設置されていたLPガス容器(20kg)２本が盗難にあった。

6 R4.3.29 宇都宮市
漏えい
爆発

液石法
１名
（軽傷）

右記の
とおり

鋳物コンロ着火前に、消費者の身体の一部がバーナーコックに当たり、コックが半開きになった
ことにより漏えいが発生。その後、着火したことにより、小規模な爆発が生じた。消費者１名が
右手首と右足に軽度の火傷。コンロに接続された排気筒が破損。

7
R4.4.28
(覚知)

栃木市 漏えい 高圧法 － －
チリングユニットの可溶栓からフルオロカーボン404A45kgが漏えい。可溶栓の老朽化によるもの。
人的・物的被害なし。

8
R4.4.25
(覚知)

小山市 漏えい 高圧法 － －
空調用冷凍機の熱交換器内部の冷媒管からR407Cが27kg漏えい。冷媒配管の腐食等が原因。人
的・物的被害なし。

9 R4.7.4 宇都宮市 噴出 高圧法 － －
液化窒素をCEからローリーに充てんする際、関係会社のローリー運転手が充てん（受入）ホース
を接続せずに充てんボタン押したため、CEの充てん口から窒素が噴出した。速やかに停止ボタン
を押したため噴出は止まっている（噴出推定量約330kg）。人的・物的被害なし。

10
R4.7.12
（覚知）

益子町 盗難 液石法 － （盗難） 葬儀社に設置されていたLPガス容器（20kg）１本が盗難にあった。

11
R4.7.21
（覚知）

小山市 盗難 高圧法 － （盗難）
事務所倉庫で保管していたアセチレン容器（7.2kg）1本、酸素ガス容器（7m3）1本が盗難にあっ
た。

12
R4.7.26
（覚知）

日光市 漏えい 高圧法 － －
空調用チラーから冷媒（フルオロカーボン407C）が約6.3kg漏えい。水量低下に伴う凍結膨張に
より配管を損傷し、そこから漏えいした。水量低下の原因はセンサー類又は制御基板の経年劣化
による動作不良と推測される。人的・物的被害なし。

13
R4.8.10
（覚知）

足利市 漏えい 高圧法 － －
給湯用水冷チラーから冷媒（フルオロカーボン134a)が約54ｋｇ漏えい。圧縮機のオーバーホー
ル後の取付けが適切に行われず、運転時の配管による負荷が想定レベル以上となり油配管が疲労
破壊した。人的・物的被害なし。
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Ｎo. 発生年月日 発生場所
事故の区分等 被害状況

事故の概要等
種類 所管法 人的 物的

14
Ｒ4.8.12
（覚知）

足利市 漏えい 高圧法 － －
空調用空冷チラーから冷媒（フルオロカーボン407E)が約23kg漏えい。漏えい原因はフィン
チューブ曲り部の外部腐食ではあるが、腐食の要因は不明である。人的・物的被害なし。

15
R4.8.31
(覚知)

栃木市 漏えい 高圧法 － －
ターボ冷凍機から冷媒（フルオロカーボン134a)が約356kg漏えい。漏えい原因は蒸発器配管の腐
食と推定。人的・物的被害なし。

16
R4.9.14
(覚知）

足利市 漏えい 高圧法 － －
空調用水冷チラーから冷媒(フルオロカーボン407E）が約11kg漏えい。圧縮機のオーバーホール
後の取付けが適切に行われず、運転時の配管による負荷が想定レベル以上となり油配管が疲労破
壊した。人的・物的被害なし

17 R4.9.22 宇都宮市
漏えい
爆発

液石法 －
右記の
とおり

共同住宅で、消費者が瞬間湯沸器を点火したところ、小規模な爆発が生じた。パイプシャフト内
に設置している瞬間湯沸器の前面の扉が一部破損、人的被害はなし。

18 R4.10.5 那須町 盗難 液石法 － （盗難）
ダム管理事務所に設置されていたLPガス容器(20kg)1本が盗難にあった。（R3.9.9の盗難事故と
同様）

19 R4.11.1 栃木市 漏えい 高圧法 － －
液化天然ガスの蒸発器入口配管溶接部からガスが漏えいした。蒸発器の水圧上昇により発覚。温
度変化に伴う応力発生と振動が原因。人的・物的被害なし

20
R4.11.2
(覚知）

上三川町 盗難 液石法 － （盗難） 一般住宅に設置されていたLPガス容器（50kg)1本が盗難にあった。

21 R4.11.7 宇都宮市
漏えい
火災

液石法 －
右記の
とおり

一般住宅に設置されているガスコンロのホースに亀裂が生じ、漏えいしたガスに引火し出火した。
ガスコンロに近接する湯沸器の配管が焼損。人的被害なし。

22 R4.11.14 さくら市 漏えい 液石法 －
埋設管
損傷

LPガス埋設配管の破損によりガスが少量漏えい。下水道工事中に接触したことによるもの。人
的・物的被害なし

23
R4.9.30
（覚知）

佐野市 盗難 高圧法 － （盗難）
作業場に置いていた7kgアセチレンボンベ2本及び7m3酸素ボンベ2本が盗難にあった。容器は工場
内に保管していたものを鍵をこじ開けられて盗難された模様。

24 R4.11.29 小山市 漏えい 高圧法 － －
液化炭酸ガスの送液ポンプに付属している安全弁袋ナットに亀裂が生じ炭酸ガスが漏えいした。
漏えい量は約10kg。亀裂はバルブ増し締めの際に過大な力を加えてしまったものによる。人的物
的被害なし。

25
R4.12.13
(覚知)

宇都宮市 盗難 液石法 － （盗難） 公民館に設置されていたLPガス容器(20kg)１本が盗難にあった。

26 R4.12.27 足利市 漏えい 高圧法 － －
空調用空冷チラーから冷媒（フルオロカーボン407E)が約22kg漏えい。圧縮機のオーバーホール
後の取付けが適切に行われず、運転時の配管による負荷が想定レベル以上となり油配管が疲労破
壊した。人的・物的被害なし。



高圧ガス事故（発生状況と未然防止）

10

・冷凍則関係・一般則関係が大多数を占める
・10年以上経過した施設の事故が70％以上

・盗難等を除く事故発生施設設置後経過年数・規則別
（令和元年～令和４年の製造所・消費先の高圧法事故）

（平成30年～令和４年の高圧法事故）

（※その他･･･喪失・盗難）

県内事故の分析
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冷凍事業所事故について

冷凍能力3トン未満
（ガス種によっては5トン）

冷凍能力3トン以上
（ガス種によっては5トン）

高圧法適用除外 高圧法適用
（製造届不要・届出・許可）

高圧法の事故には当たらない 高圧法の事故

事故届の提出

～注意～
よくある判断のミスとして冷凍能力をkWで確認してしまうことがあります。
使用している冷凍機の冷凍能力がわからない場合は製造メーカーに「高圧ガ
ス保安法における冷凍能力」を確認してもらってください。

事故届不要
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高圧ガス容器の保管に関する注意事項

※LPガス・可燃性ガス・毒性ガス・酸素・空気を消費するときは
別途「その他消費」の基準も順守する必要あり

【液石則第６条第２項第７号の基準・抜粋】※定置式製造設備に係る技術上の基準
容器置場及び充塡容器等は、次に掲げる基準に適合すること。
ニ 充塡容器等は、常に温度四十度（中略）以下に保つこと。
ホ 充塡容器等（中略）には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷
を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

一般則にも同様の基準あり

直射日光が当たる＝温度上昇のリスクあり

フレームがさびている＝転倒のリスクあり

容器置場が人目につきにくい場合は盗難のリスクも･･･
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事故発生時の対応の流れ

周囲の安全を確保する

工業振興課に通報

事故発生原因の検討・再発防止策の実施

事故届書の提出

事故発生・覚知 事故の内容によらず、速やかに通報願い
ます。
※連絡先及び報告すべき内容は次ページ
を御確認ください。

事故届書及び報告の添付様式がない場
合は、工業振興課保安担当にお問い合
わせください。
届出の際は以下URL宛て、上記二つの
ワードファイルの送付も、併せてお願
いいたします。
提出先：kougyou-hoan@pref.tochigi.lg.jp
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事故届に係る罰則（法第83第１号）

第六十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届

出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

【連絡先】
▶月曜日～金曜日 8時30分～17時15分
TEL：028-623-3196 FAX：028-623-3945
▶夜間及び休日（上記以外の時間）
TEL：090-8819-5002 又は 090-2204-6521

【報告いただく内容】
①事故発生日時 ②事故発生場所（住所、名称等）、
③被害の状況（人的・物的被害） ④事故の概要（経過、規模等）
⑤事故の原因 ⑥事故後の対応 ⑦通報者及び連絡先 ⑧その他

まずはご一報を！

高圧ガス事故（漏えい、容器の喪失・盗難等）が発生した際は、
速やかに栃木県工業振興課保安担当までご連絡ください。
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・事故が起こるまで経年劣化させたことが原因

事故発生原因の検討について

・日常（月例）検査体制・方法は十分だったのか

・劣化の判断基準は十分だったのか

・更新計画等は適切に設定されていたのか

再発防止策

【検討事項（例）】



ご視聴ありがとうございました。

今後とも「法令の遵守」及び「保安の確保」に
ご協力をお願いいたします。

【QRコード】
栃木県高圧ガスHPトップ

様式ダウンロード
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